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　　　　産産婦婦健健康康診診査査事事業業のの流流れれ

※※みみええ出出産産前前後後かかららのの親親子子支支援援事事業業をを活活用用ででききるる

産産婦婦健健康康診診査査

（（産産後後約約２２週週間間、、約約１１かか月月））

未未受受診診 受受診診

問問題題ななしし

精精神神科科へへ紹紹介介※※
産産科科・・助助産産所所

でで経経過過観観察察

速速ややかかにに市市町町へへ電電話話

（（情情報報提提供供、、指指示示））

健健診診結結果果票票、、請請求求書書等等のの郵郵送送

「みえ出産前後

からの親子支

援事業」

利用希望者

＜健診内容＞

①問診（生活環境、授乳状況、育児不安、

精神疾患の既往歴、服薬歴等）

②診察（子宮復古状況、悪露、乳房の状態等）

③体重・血圧測定

④尿検査（蛋白・糖）

⑤エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）

⑥２項目質問票

医医療療機機関関、、助助産産所所、、市市町町

ななどどがが連連携携ししてて支支援援

市町は健診実施機関へ

支援結果を文書にて

報告する（ｐ．２８参照）
通常の母子保健サービス等

小小児児科科へへ紹紹介介※※

支支援援がが必必要要

・ＥＰＤＳ ９点以上または

１０番目の項目に得点がある

・２項目質問票で１つでも当てはまる

・社会的、経済的な問題がある

・身なりや表情、言動が気になる

など、総合的に評価
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委委託託料料請請求求のの流流れれ　　（（※※実実施施市市町町のの一一例例））

②産婦健康診査事業実施報告書（例） ③産婦健康診査請求書（例）

医医療療機機関関・・助助産産所所

市市町町

①①健健診診結結果果票票

「産婦健康診査結果票 ・

エジンバラ産後うつ病自己質問票（ＥＰＤＳ）」

②②報報告告書書

「産婦健康診査事業実施報告書」

③③請請求求書書

「産婦健康診査請求書」

健診実施月の翌月〇日までに①～③を提出する。

①健診結果・ＥＰＤＳは

１部を市町へ郵送、

１部を医療機関・助産所

で保管する。

書類確認

のうえ支払い

年 月 日

（宛先）○○ 市長

所在地・名称・代表者氏名

三重県市町産婦健康診査事業実施報告書

産婦健康診査事業を下記のとおり実施しましたので、三重県市町産婦健康診査結

果票兼健康診査申請書（第２号様式）、三重県市町産婦健康診査費請求書（第６号

様式）及び新生児の健康診査にかかる自己負担額領収書の写し（任意様式）を添え

て報告いたします。

記

年 月分

産婦健康診査（１回目） 人

産婦健康診査（２回目） 人

計 人

○○市町産婦健康診査費請求書

三重県市町妊娠出産包括支援事業の産婦健康診査事業の助成金について、三重県

市町妊娠出産包括支援事業実施要領第10条第２項の規定により、次のとおり請求しま

す。

（宛先）○○ 市長

年 月 日

所在地・名称・代表者氏名

請求金額 円

区分 単価 件数 請求額

１回目 5,000円 　　　　　件 円

２回目 5,000円 　　　　　件 円

合計 　　　　　件 円

　　　年　　　月　　　日検収

②報告書には

健診実施人数を記入。

③請求書には

請求金額、件数、請求年月

日を記入。
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２２ 実実施施にに当当たたっっててのの留留意意事事項項

（１）実施機関 
１）受診者に対し、健診結果が市町に報告されることを説明すること。 
２）産婦健康診査のうち、精神状態の把握については、エジンバラ産後うつ病質問

票、２項目質問票、問診（精神疾患の既往歴、服薬歴等）、診察（表情、言動等）

なども併せて総合的に評価すること。 
３）健診結果は受診者本人に直接伝えること。 
４）支援が必要と判断される受診者に対しては、適宜、次に掲げる対応を行うこと。 
① 受診者のセルフケアに関する助言・指導 
② こども家庭センター等、市町村の相談窓口等に関する情報提供 
③ 実施機関における経過観察 
④ 精神科に関する情報提供（可能であれば精神科医療機関を紹介） 
⑤ その他、受診者を支援するために必要な助言・情報提供等 

５）健診結果を母子健康手帳に記入する場合には、個人情報保護の観点から受診者

本人の了解が必要であることに留意する必要があること。 
６）市町に対しては、２）による評価及び４）による対応内容等について、速やか

に報告すること。 
 
（２）市町 

１）産婦健康診査事業の実施主体である市町において健診結果が把握・管理される

ことをあらかじめ受診者に周知すること。 
２）支援が必要とされる受診者に対し適切に対応できるよう、あらかじめ実施機関、

精神科医療機関及び福祉関係機関との連携体制を構築しておくこと。 
３）実施機関からの報告により支援が必要と判断される場合には、受診者への電話

連絡、訪問等により速やかに実情を把握するとともに、関係機関と連携し支援

を行うこと。 
 
（３）支援を要する妊婦の把握・支援 

市町では妊娠届出時に県下統一のアンケート（資料 参照）を活用して面接を行 
い、また妊婦健診時の産婦人科からの指示や市町事業など、様々な場面で支援を要す

る妊産婦（特定妊婦＊など）を把握し、関係機関と連携しながら継続的にフォローし

ている。（ｐ．６「母子保健事業体制」参照） 
妊娠期には問題がなかった場合でも産後に心身の状態や環境が変化し、支援を要

する状態となることがあるため、産婦健診などの産後早期の支援によって産婦の状

況を把握し、速やかに必要な支援を行うことが重要である。 
 
 
 
 

＊特定妊婦 

   平成２１年改正児童福祉法において、「出産後の養育について出産前において支援を行うこと

が特に必要と認められる妊婦」とされる。 

   要保護児童や要支援児童を養育している、支援者がいない、若年、経済的困窮、精神疾患、

アルコール等の依存症、妊娠届の未提出、妊婦健診未受診などが考えられる。 
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（４）妊産婦のメンタルヘルス 

１）メンタルヘルスとは精神疾患の有無ではなく、妊産婦が安心して生活を営み、

ほどよく十分な愛情をもって子どもと向き合うことができる心の状態を意味し

ている。 
母と子の愛着形成が、子どもが将来心身共に健やかに成長し、母子と家族そし

て周囲の人たちと一緒に社会生活を営んでいく中で最も基本的で重要な要素で

あることは多くの研究が示しており、妊娠・出産が母児の双方にとって大きな

喜びとなるよう支援していかなければならない。 
 

２）妊産婦の心理 
妊婦は、お腹にいる子どもや出産後の生活に想像を膨らませ、期待や恐れの狭

間を揺れ動く。出産が近づくにつれ、想像上ではない現実の子どもとの出会いに

向けて、さらに心を準備し、母親としてのアイデンティティを形成していく。主

体的に出産をやり遂げたという感覚は達成感と母親としての大きな自信をもたら

す。 
産後は生活スタイルや対人関係が一変し、予測不能な育児が 時間休みなく続

くことを実感する。言葉を話せない乳児と関係を築くことは、自分の母親として

の能力と向き合うことでもあり、自己肯定感が揺らぎやすく、母親としての自分

に対する周囲からの温かな承認を求める気持ちが高まる。 
 

３）妊産婦メンタルヘルスの不調 
妊娠期は食事内容や衛生面などあらゆるものに不安の対象が拡大し、緊張状態

が持続することも少なくない。また、切迫流産、切迫早産など、子どもを失うかも

しれないという不安にさらされ、自己効力感の低下、自責感などが生じやすい。 
産後早期には、自分を頼る無力な赤ちゃんを前にして責任感が強まり、子ども

に変化がみられないかどうか、母乳が足りているかどうかなど心配することが増

え、医療スタッフの何気ない一言にさえ敏感に反応し傷つくこともある。 
自宅で子どもと二人きりになると、母親としての役割の大きさを感じると同時

に、孤独感や不安を生じやすい。想像とは異なる現実の育児に戸惑い、無防備な

子どもに怒りを向けてしまうと自分が母親として失格なのではないかと不安にな

り、自責的になりやすい。 
 

４）妊産婦にみられる精神疾患 
妊娠後に発症するものとしては、特に産褥期に顕在化することが多いが、重症

度や頻度からも、うつ病が最も重要視され、自殺予防対策が課題になると考えら

れる。中等度以上の例では、精神科への受診につなぐことが重要である。 
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５）妊産婦への接し方 
メンタルヘルスケアの基礎をなすのは医療者としての良識である。相手をひとり

の人間として尊重すること、やさしく温かみのある感情をもつこと、礼儀と礼節を

もって誠実に接することなどによって安心と信頼が生まれ、そのうえで傾聴や共感

といったメンタルヘルスケアの技能がうまく機能するようになる。 
 
 ＊（４）妊産婦のメンタルヘルスは、 

   公益社団法人 日本産婦人科医会「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル～産後ケアへの切れ目

のない支援に向けて～（平成 29年３月）」ｐ．７，16，17，23より抜粋 

 
 
（５）情報提供の留意点

１）平成 年改正児童福祉法では、病院、診療所等が要支援児童や特定妊婦等と思

われる者を把握した場合は、市町へ情報提供するよう努めなければならないと

規定された。（児童福祉法第 条 の５） 
２）市町への情報提供は、１）の児童福祉法に基づくため、個人情報保護法に規定

する「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意なしに情報提供しても個人情

報保護法違反とならない。 
３）市町への情報提供の際は、原則として本人へ情報提供の概要等を説明する必要

があるが、説明や同意を得ることが困難な場合であっても、速やかに情報提供

を行い支援へつなげることが必要である。 
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５５ 関関係係機機関関連連絡絡先先

（１）みえ出産前後からの親子支援事業 協力精神科医療機関一覧

（令和６年３月現在） 
◆病院◆ 

郡市 
医師会 医療機関名 代表者・ 

担当者氏名 郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号 

桑名 多度あやめ病院 金子和磨 511-0101 桑名市多度町柚井 1702 0594-48-2171 0594-48-5444 

いなべ 東員病院 宮内 誠 511-0243 員弁郡東員町大字穴太 2400 0594-76-2345 0594-76-8502 

いなべ 大仲さつき病院 伊藤憲昭 511-0243 員弁郡東員町大字穴太 2000 0594-76-5511 0594-76-9746 

四日市 総合心療センター 
ひなが 藤田康平 510-8575 四日市市日永 5039 059-345-2356 059-346-4643 

四日市 水沢病院 梅原千寿 512-1105 四日市市水沢町 638-3 059-329-3111 059-329-3114 

四日市 三重県立 
総合医療センター 山下勝也 510-8561 四日市市大字日永 5450-132 059-345-2321 059-347-3500 

鈴鹿市 鈴鹿さくら病院 川村憲市 513-0009 鈴鹿市中冨田町 518 059-378-7107 059-378-7109 

鈴鹿市 鈴鹿中央総合病院 川喜田昌彦 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 059-382-1311 059-384-1033 

津地区 三重県立 
こころの医療センター 森川将行 514-0818 津市城山 1 丁目 12-1 059-235-2125 059-235-2135 

津地区 三重県立子ども心身 
発達医療センター 中西大介 514-0125 津市大里窪田町 340 番 5 059-253-2000 059-253-2031 

松阪地区 南勢病院 齋藤洋一 515-0052 松阪市山室町 2275 0598-29-1721 0598-29-0096 

松阪地区 松阪厚生病院 齋藤純一 515-0044 松阪市久保町 1927-2 0598-29-1311 0598-29-1353 

松阪地区 松阪中央総合病院 山嵜一正 515-8566 松阪市川井町字小望 102 0598-21-5252 0598-21-9555 

志摩 三重県立志摩病院 松山明道 517-0595 志摩市阿児町鵜方 1257 0599-43-0501 0599-43-2507 

紀南 熊野病院 野嵜 徹 519-4326 熊野市久生屋町 868 0597-89-2711 0597-89-4727 

 
◆診療所◆ 

郡市 
医師会 医療機関名 代表者・ 

担当者氏名 郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号 

桑名 ふくい心クリニック 福井庫治 511-0819 桑名市大字北別所 1841-1 0594-87-5071 0594-87-5072 

津地区 森心身医学クリニック 森 正博 514-0823 津市半田 1364-32 059-227-0649 059-227-0951 

津地区 ゆう心のクリニック 小塚優子 510-0303 津市河芸町東千里 155-1 059-273-5651 059-273-5641 

松阪地区 中川駅前クリニック 寺村あゆみ 515-2321 松阪市嬉野中川町 40-2 
プラザなかがわ 2 階 0598-48-0448 0598-48-0448 

伊勢地区 山本医院 山本典正 516-0017 三重県伊勢市 
神久六丁目 8 番 48 号 0596-20-1145  

 
 
メンタルヘルスの二次医療機関として 

三三重重大大学学医医学学部部附附属属病病院院精精神神科科神神経経科科  岡岡田田 元元宏宏  
三三重重大大学学医医学学部部附附属属病病院院精精神神科科神神経経科科  福福山山 孝孝治治  

（令和７年３月現在）

◆病院◆

郡市

医師会
医療機関名

代表者・

担当者氏名
郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

桑名 多度あやめ病院 金子和磨 511-0101 桑名市多度町柚井 1702 0594-48-2171 0594-48-5444

いなべ 東員病院 宮内 誠 511-0243 員弁郡東員町大字穴太 2400 0594-76-2345 0594-76-8502

いなべ 大仲さつき病院 伊藤憲昭 511-0243 員弁郡東員町大字穴太 2000 0594-76-5511 0594-76-9746

四日市
総合心療センター

ひなが
藤田康平 510-8575 四日市市日永 5039 059-345-2356 059-346-4643

四日市 水沢病院 梅原千寿 512-1105 四日市市水沢町 638-3 059-329-3111 059-329-3114

四日市
三重県立

総合医療センター
山下勝也 510-8561 四日市市大字日永 5450-132 059-345-2321 059-347-3500

鈴鹿市 鈴鹿さくら病院 川村憲市 513-0009 鈴鹿市中冨田町 518 059-378-7107 059-378-7109

鈴鹿市 鈴鹿中央総合病院 川喜田昌彦 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 059-382-1311 059-384-1033

津地区
三重県立

こころの医療センター
森川将行 514-0818 津市城山 1 丁目 12-1 059-235-2125 059-235-2135

津地区
三重県立子ども心身

発達医療センター
中西大介 514-0125 津市大里窪田町 340 番 5 059-253-2000 059-253-2031

松阪地区 南勢病院 齋藤洋一 515-0052 松阪市山室町 2275 0598-29-1721 0598-29-0096

松阪地区 松阪厚生病院 齋藤純一 515-0044 松阪市久保町 1927-2 0598-29-1311 0598-29-1353

松阪地区 松阪中央総合病院 山嵜一正 515-8566 松阪市川井町字小望 102 0598-21-5252 0598-21-9555

志摩 三重県立志摩病院 松山明道 517-0595 志摩市阿児町鵜方 1257 0599-43-0501 0599-43-2507

紀南 熊野病院 野嵜 徹 519-4326 熊野市久生屋町 868 0597-89-2711 0597-89-4727

◆診療所◆

郡市

医師会
医療機関名

代表者・

担当者氏名
郵便番号 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

桑名 ふくい心クリニック 福井庫治 511-0819 桑名市大字北別所 1841-1 0594-87-5071 0594-87-5072

津地区 森心身医学クリニック 森 正博 514-0823 津市半田 1364-32 059-227-0649 059-227-0951

津地区 ゆう心のクリニック 小塚優子 510-0303 津市河芸町東千里 155-1 059-273-5651 059-273-5641

松阪地区 中川駅前クリニック 寺村あゆみ 515-2321 松阪市嬉野中川町 40-2
プラザなかがわ 2 階

0598-48-0448 0598-48-0448

伊勢地区 山本医院 山本典正 516-0017 三重県伊勢市

神久六丁目 8 番 48 号
0596-20-1145

メンタルヘルスの二次医療機関として

三重大学医学部附属病院精神科神経科 岡田 元宏

三重大学医学部附属病院精神科神経科 福山 孝治
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（２）市町母子保健担当窓口一覧  
（令和６年３月現在） 

 
※最新の情報・詳細等は各市町ＨＰ等をご確認ください。 

 

市町名 担当部課名 電話番号 郵便番号 住所

桑名市
保健福祉部 子ども未来局

子ども総合センター 母子保健係
桑名市中央町２丁目３７番地

いなべ市 健康こども部 母子保健課 いなべ市北勢町阿下喜３１

木曽岬町 福祉健康課 桑名郡木曽岬町大字西対海地２５１

東員町 子ども家庭課 東員町大字山田１６００

菰野町 子ども家庭課 三重郡菰野町大字潤田１２５０

朝日町 子育て健康課 三重郡朝日町大字小向８９３

川越町 健康推進課 川越町大字豊田一色３１４

四日市市
こども未来部 こども保健福祉課

母子保健係
四日市市諏訪町２－２

鈴鹿市 健康福祉部 健康づくり課 鈴鹿市西条５丁目１１８－３

亀山市
健康福祉部 子ども未来課

母子保健グループ
亀山市羽若町５４５

亀山市総合保健福祉センター

津市 健康福祉部 健康づくり課 津市西丸之内２３番 号

松阪市 健康福祉部 健康づくり課 松阪市春日町一丁目１９番地

多気町 こども課 多気郡多気町相可１６００

明和町 健康あゆみ課 多気郡明和町大字馬之上９４５

大台町 町民福祉課 多気郡大台町佐原７５０

伊勢市 健康福祉部 健康課 母子保健係 伊勢市宮後 丁目 番 号

鳥羽市 健康福祉課 健康係
鳥羽市大明東町２－５

鳥羽市保健福祉センター ひだまり

志摩市 健康福祉部 健康推進課
志摩市阿児町鵜方３０９８－１

サンライフあご３階

玉城町 保健福祉課
度会郡玉城町勝田４８７６－１
（玉城町保健福祉会館内）

南伊勢町 子育て・福祉課 健康増進係 度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０５７

大紀町 健康福祉課 度会郡大紀町滝原１６１０－１

度会町 保健こども課 度会郡度会町棚橋１２１５－１

伊賀市 健康福祉部 健康推進課
伊賀市上野丸之内５００
ハイトピア伊賀４Ｆ

名張市
福祉子ども部

健康・子育て支援室
名張市鴻之台 －

尾鷲市 福祉保健課 健康づくり係
尾鷲市栄町５－５

尾鷲市福祉保健センター２階

紀北町 福祉保健課 北牟婁郡紀北町東長島７６９－１

熊野市 健康・長寿課 熊野市井戸町１１５０

御浜町 健康福祉課 子ども家庭室 南牟婁郡御浜町阿田和６１２０－１

紀宝町 みらい健康課 南牟婁郡紀宝町鵜殿３２４

（令和７年３月現在）

※最新の情報・詳細等は各市町ＨＰ等をご確認ください。

市町名 担当部課名 電話番号 郵便番号 住所

1 桑名市
子ども未来部

子ども総合センター 母子保健係
0594-24-1380 511-8601 桑名市中央町２丁目３７番地

2 いなべ市 健康こども部 母子保健課 0594-86-7770 511-0498 いなべ市北勢町阿下喜３１

3 木曽岬町 子ども・健康課 0567-68-6119 498-8503 桑名郡木曽岬町大字西対海地２５１

4 東員町 子ども家庭課 0594-86-2872 511-0295 東員町大字山田１６００

5 菰野町 子ども家庭課 059-391-1124 510-1292 三重郡菰野町大字潤田１２５０

6 朝日町 子育て健康課 059-377-5652 510-8522 三重郡朝日町大字小向８９３

7 川越町 健康推進課 059-365-1399 510-8123 川越町大字豊田一色３１４

8 四日市市
こども未来部 こども保健福祉課

母子保健係
059-354-8187 510-0085 四日市市諏訪町２－２

9 鈴鹿市 こども政策部　こども保健課 059-382-2252 513-0809 鈴鹿市西条５丁目１１８－３

10 亀山市
子ども未来部　子ども総合支援課

母子保健グループ
0595-98-5003 519-0164 亀山市羽若町５４５

亀山市総合保健福祉センター

11 津市 健康福祉部 健康づくり課 059-229-3164 514-8611 津市西丸之内２３番 1号

12 松阪市
健康福祉部　こども局

こども家庭センター　母子保健係
0598-20-8087 515-0078 松阪市春日町一丁目１９番地

13 多気町 こども課

こども課

0598-38-1154 519-2181 多気郡多気町相可１６００

14 明和町 0596-52-7115 515-0332 多気郡明和町大字馬之上９４５

15 大台町 福祉課 0598-82-3783 519-2404 多気郡大台町佐原７５０

16 伊勢市 健康福祉部 健康課 母子保健係 0596-27-2435 516-0072 伊勢市宮後 1 丁目 1番 35号

17 鳥羽市 健康福祉課 健康係 0599-25-1146 517-0022 鳥羽市大明東町２－５
鳥羽市保健福祉センター ひだまり

18 志摩市 健康福祉部 健康推進課 0599-44-1100 517-0501 志摩市阿児町鵜方３０９８－１
サンライフあご３階

19 玉城町 保健福祉課 0596-58-8000 519-0433 度会郡玉城町勝田４８７６－１
（玉城町保健福祉会館内）

20 南伊勢町 子育て・福祉課 健康増進係 0599-66-1114 516-0194 度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０５７

21 大紀町 健康福祉課 0598-86-2216 519-2703 度会郡大紀町滝原１６１０－１

22 度会町 保健こども課 0596-62-1112 516-2195 度会郡度会町棚橋１２１５－１

23 伊賀市 健康福祉部　こども家庭支援課 0595-41-1556 518-8501 伊賀市四十九町３１８４番地

24 名張市
福祉子ども部

健康・子育て支援室
0595-63-6970 518-0492 名張市鴻之台 1－1

25 尾鷲市 福祉保健課 健康づくり係 0597-23-3871 519-3618 尾鷲市栄町５－５
尾鷲市福祉保健センター２階

26 紀北町 福祉保健課 0597-46-3122 519-3292 北牟婁郡紀北町東長島７６９－１

27 熊野市 健康・長寿課 0597-89-3113 519-4324 熊野市井戸町１１５０

28 御浜町 健康福祉課 子ども家庭室 05979-3-0508 519-5292 南牟婁郡御浜町阿田和６１２０－１

29 紀宝町 みらい健康課 0735-33-0355 519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿３２４
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（３）その他の関係機関連絡先 
 

名称 電話番号 受付時間 

妊娠ＳＯＳみえ

「妊娠レスキューダイヤル」
－ －

月･水 ～ 時

土 ９～ 時

祝日､ 月 日～ 月 日を除く

みえ性暴力被害者支援

センター よりこ
－ －

月～金 ９～ 時

祝日､年末年始を除く

三重県警察

性犯罪被害者相談電話

－ －

（全国共通 ）
時間受付

三重県女性相談所

（三重県配偶者暴力相談支援

センター）

－ －

月･水･金 ９～ 時

火･木 ９～ 時

祝日､ 月 日～ 月 日を除く

 
児童相談所 

 管轄地域 電話番号 

北勢児童相談所
桑名市、いなべ市、四日市市、桑名郡、

員弁郡、三重郡
－ －

鈴鹿児童相談所 鈴鹿市、亀山市 － －

中勢児童相談所 津市、松阪市、多気郡 － －

南勢志摩児童相談所 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 － －

伊賀児童相談所 伊賀市、名張市 － －

紀州児童相談所 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 － －

 
 
 
 
 
 
 
※最新の情報・詳細等は各機関ＨＰ等をご確認ください。 

 



６　参考資料６　参考資料

【資料1】









  
 

【資料３】産婦健康診査結果票（母子保健のしおり版） 

 

 
ここに PDFデータいれてください



【資料４】産婦健康診査結果票（Ａ４版 裏面：ＥＰＤＳ）  
（医療機関→市町） 

産産婦婦健健康康診診査査結結果果票票（（産産後後２２週週間間用用（（１１回回目目））・・１１かか月月用用（（２２回回目目）））） 
 
＊太線内すべての項目をボールペン等で記入してください。 
フ リ ガ ナ  

産   婦 
生 年 月 日 

昭和 
平成 
西暦 

年  月  日 産 婦 氏 名  

住所 
住民票登録地 

産婦連絡先 TEL・携帯 世帯主氏名  

産婦生活歴 喫煙：なし・あり   本/日 飲酒：なし・あり（ 時々 ・ 毎日 ） 
 

以下は医療機関等が記入します。 

出産日 年   月   日 産後日数 日 
１回目：産後約 2週間 
２回目：産後約１か月 

健

康

診

査

の

結

果 

1. 異常なし 
2. 要指導 
□問診  □診察 
□体重  □血圧 
□尿検査（蛋白・糖） 
□EPDS 

 □２項目質問票 
□その他 

 
 
 
3. 要精密検査 

内容 
 
4. 要治療 

内容 
 

＊実施した項目をチェックし，結果を記入してください。 

□問診：支援者がいるか     （はい・いいえ） 
    休養がとれているか （はい・いいえ） 
    授乳状況 （ 母乳・混合・人工乳 ） 
    精神疾患の既往歴  （なし・あり） 

（うつ病・パニック障害・統合失調症・ 
その他〈               〉） 

    精神疾患内服中の服薬   
（なし・あり〈            〉）  

□診察：子 宮 復 古（   良  ・  否   ） 
悪   露（   正   ・   否   ） 
乳房の状態（   良  ・ その他〈    〉） 

□体重：（  kg） □血圧：（   ～   ㎜ Hg） 
□尿：蛋白（－・＋・＋＋）  糖（－・＋・＋＋） 
□EPDS：（  点）□２項目質問：（ 該当あり ・ 該当なし ）  

産 婦 へ の 
指 示 

なし ・ 困れば産婦人科へ電話 ・ 保健師に相談 ・ 精神科受・ 
みえ出産前後からの親子支援事業 ・ その他（               ） 

市 へ の 
指   示 

なし ・ 産婦人科で対応 ・ 電話指導を希望 ・ 訪問指導を希望 
その他（                                ） 

実施年月日   年   月   日 
 

上記のとおり、健康診査結果を報告します。 
                            令和    年   月   日 

委託医療機関等名称 
 

担当医師・助産師名                              
 

【資料４】産婦健康診査結果票（Ａ４版 裏面：ＥＰＤＳ）  
（医療機関→市町） 

産産婦婦健健康康診診査査結結果果票票（（産産後後２２週週間間用用（（１１回回目目））・・１１かか月月用用（（２２回回目目）））） 
 
＊太線内すべての項目をボールペン等で記入してください。 
フ リ ガ ナ  

産   婦 
生 年 月 日 

昭和 
平成 
西暦 

年  月  日 産 婦 氏 名  

住所 
住民票登録地 

産婦連絡先 TEL・携帯 世帯主氏名  

産婦生活歴 喫煙：なし・あり   本/日 飲酒：なし・あり（ 時々 ・ 毎日 ） 
 

以下は医療機関等が記入します。 

出産日 年   月   日 産後日数 日 
１回目：産後約 2週間 
２回目：産後約１か月 

健

康

診

査

の

結

果 

1. 異常なし 
2. 要指導 
□問診  □診察 
□体重  □血圧 
□尿検査（蛋白・糖） 
□EPDS 

 □２項目質問票 
□その他 

 
 
 
3. 要精密検査 

内容 
 
4. 要治療 

内容 
 

＊実施した項目をチェックし，結果を記入してください。 

□問診：支援者がいるか     （はい・いいえ） 
    休養がとれているか （はい・いいえ） 
    授乳状況 （ 母乳・混合・人工乳 ） 
    精神疾患の既往歴  （なし・あり） 

（うつ病・パニック障害・統合失調症・ 
その他〈               〉） 

    精神疾患内服中の服薬   
（なし・あり〈            〉）  

□診察：子 宮 復 古（   良  ・  否   ） 
悪   露（   正   ・   否   ） 
乳房の状態（   良  ・ その他〈    〉） 

□体重：（  kg） □血圧：（   ～   ㎜ Hg） 
□尿：蛋白（－・＋・＋＋）  糖（－・＋・＋＋） 
□EPDS：（  点）□２項目質問：（ 該当あり ・ 該当なし ）  

産 婦 へ の 
指 示 

なし ・ 困れば産婦人科へ電話 ・ 保健師に相談 ・ 精神科受・ 
みえ出産前後からの親子支援事業 ・ その他（               ） 

市 へ の 
指   示 

なし ・ 産婦人科で対応 ・ 電話指導を希望 ・ 訪問指導を希望 
その他（                                ） 

実施年月日   年   月   日 
 

上記のとおり、健康診査結果を報告します。 
                            令和    年   月   日 

委託医療機関等名称 
 

担当医師・助産師名                              
 



 

編 集 後 記

 
三重県内の産婦健康診査事業は鈴鹿市から始まり、その後県内全域に広がり 年を

迎えようとしています。今後産科医療機関がこれを進めていくには、人員や病床の確保等

様々な問題がありますが、関係機関と連携しながらさらなる事業の普及をしていかなけ

ればなりません。皆様におかれましても今後もご協力のほどよろしくお願いいたします。

精神疾患合併や産後うつに対しては、精神科医、臨床心理士などを含めた多職種と連携

体制を構築していきたいと思います。また社会的リスクを抱える妊婦が安心して出産出

来るように行政とも連携をしていく必要があります。さらに一歩踏み込んで父親の育児

への参加が重要視されてきています。父親のボンディング障害、妊婦へのＤＶ、父親の

産後うつなどの問題も指摘されており、今後は父親に対するメンタルヘルスケアの対策

も必要になってきます。この事業を利用していただき切れ目のない支援を実現する必要

があります。皆様方の協力のもとこの事業が今後も発展していくことを期待しています。

 
三重県産婦人科医会 
会長  小 畑 英 慎 
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